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関連条文（高経年化対策制度） 

 

○核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号） 

（保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置）  

第四十三条の三の二十二 発電用原子炉設置者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めると

ころにより、保安のために必要な措置（重大事故が生じた場合における措置に関する事項を含む。）を

講じなければならない。 

一 発電用原子炉施設の保全 

二 発電用原子炉の運転 

三 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵又は廃棄（運搬及び廃棄にあつては

、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる運搬又は廃棄に限る。次条第一項に

おいて同じ。） 

２ （略） 

 

（保安規定） 

第四十三条の三の二十四 発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安

規定（発電用原子炉の運転に関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定

を含む。以下この条において同じ。）を定め、発電用原子炉施設の設置の工事に着手する前に、原子

力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

２ 原子力規制委員会は、保安規定が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の認可をし

てはならない。 

一 第四十三条の三の五第一項若しくは第四十三条の三の八第一項の許可を受けたところ又は同条第

三項若しくは第四項前段の規定により届け出たところによるものでないこと。 

二 核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上十分

でないものであること。 

３・４ （略） 

 

○実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和５３年通商産業省令第７７号） 

（発電用原子炉施設の経年劣化に関する技術的な評価）  

第八十二条 法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、運転を開始した日

以後三十年を経過していない発電用原子炉に係る発電用原子炉施設について、発電用原子炉の運転を開

始した日以後三十年を経過する日までに、原子力規制委員会が定める発電用原子炉施設の安全を確保す

る上で重要な機器及び構造物（以下「安全上重要な機器等」という。）並びに次に掲げる機器及び構造物

の経年劣化に関する技術的な評価を行い、この評価の結果に基づき、十年間に実施すべき当該発電用原

子炉施設についての施設管理に関する方針を策定しなければならない。ただし、動作する機能を有する

機器及び構造物に関し、発電用原子炉施設の供用に伴う劣化の状況が的確に把握される箇所については

、この限りでない。 

 一～十六 （略）  

２ 法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、運転を開始した日以後三十

年を経過した発電用原子炉（法第四十三条の三の三十二第二項の規定による認可を受けたものに限る。）

に係る発電用原子炉施設について、発電用原子炉の運転を開始した日以後四十年を経過する日までに、

安全上重要な機器等並びに前項各号に掲げる機器及び構造物の経年劣化に関する技術的な評価を行い、
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この評価の結果に基づき、法第四十三条の三の三十二第二項の規定による認可を受けた延長する期間が

満了する日までの期間において実施すべき当該発電用原子炉施設についての施設管理に関する方針を

策定しなければならない。 

３ 法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、運転を開始した日以後四十

年を経過した発電用原子炉（法第四十三条の三の三十二第二項の規定による認可を受けたもの（当該認

可を受けた延長する期間が十年を超える場合に限る。）に限る。）に係る発電用原子炉施設について、発

電用原子炉の運転を開始した日以後五十年を経過する日までに、安全上重要な機器等並びに第一項各号

に掲げる機器及び構造物の経年劣化に関する技術的な評価を行い、この評価の結果に基づき、法第四十

三条の三の三十二第二項の規定による認可を受けた延長する期間が満了する日までの期間において実

施すべき当該発電用原子炉施設についての施設管理に関する方針を策定しなければならない。 

４ 発電用原子炉設置者は、第九十二条第一項第八号ニの発電用原子炉の運転期間を変更する場合その他

前三項の評価を行うために設定した条件又は評価方法を変更する場合は、当該評価の見直しを行い、そ

の結果に基づき、前三項の施設管理に関する方針（第九十二条第一項第十八号及び第二項第二号におい

て「長期施設管理方針」という。）を変更しなければならない。 

５ 前各項の規定は法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた発電用原子炉については適用しな

い。 

 

（保安規定）  

第九十二条 法第四十三条の三の二十四第一項の規定による保安規定の認可を受けようとする者は、認可

を受けようとする工場又は事業所ごとに、次に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申

請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 

一～十七 （略）  

十八 発電用原子炉施設の施設管理に関すること（使用前事業者検査及び定期事業者検査の実施に関す

ること並びに経年劣化に係る技術的な評価に関すること及び長期施設管理方針を含む。）。 

十九～二十一（略）    

２ 法第四十三条の三の二十四第一項の規定により保安規定の認可又はその変更の認可を受けようとす

る者は、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定める書類を添えて、申請しなければ

ならない。ただし、第二号に掲げる場合において、第八十二条第二項の評価を第百十三条第二項第二号

の評価と一体として行っている場合であって、同号の評価の結果を記載した書類を添えて同条第一項の

規定による申請がされているときには、第二号に定める書類を添付することを要しない。 

一 （略） 

二 前項第十八号に掲げる発電用原子炉施設の施設管理に関することを変更しようとする場合（第八十

二条第一項から第三項までの規定により長期施設管理方針を策定し、又は同条第四項の規定により長

期施設管理方針を変更しようとする場合に限る。） 第八十二条第一項から第三項までの評価の結果

又は同条第四項の見直しの結果を記載した書類 

３・４ （略） 

５ 第一項（前項において準用する場合を含む。）の申請書の提出部数は、正本一通とする。 
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関連条文（運転期間延長認可制度） 

 

○核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号） 

（運転の期間等） 

第四十三条の三の三十二 発電用原子炉設置者がその設置した発電用原子炉を運転することができる期

間は、当該発電用原子炉について最初に第四十三条の三の十一第三項の確認を受けた日から起算して四

十年とする。 

２ 前項の期間は、その満了に際し、原子力規制委員会の認可を受けて、一回に限り延長することができ

る。 

３ 前項の規定により延長する期間は、二十年を超えない期間であつて政令で定める期間を超えることが

できない。 

４ 第二項の認可を受けようとする発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより

、原子力規制委員会に認可の申請をしなければならない。 

５ 原子力規制委員会は、前項の認可の申請に係る発電用原子炉が、長期間の運転に伴い生ずる原子炉そ

の他の設備の劣化の状況を踏まえ、その第二項の規定により延長しようとする期間において安全性を確

保するための基準として原子力規制委員会規則で定める基準に適合していると認めるときに限り、同項

の認可をすることができる。 

 

附則 （平成二四年六月二七日法律第四七号） 抄 

第二十五条 附則第二十二条第一項の規定により第四号新規制法第四十三条の三の五第一項の規定によ

りされた許可とみなされた第四号旧規制法第二十三条第一項の規定による許可に係る旧発電用原子炉

であって附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に設置されているもの（次項において「既設発電

用原子炉」という。）に対する第四号新規制法第四十三条の三の三十一第一項（附則第一条第五号に掲

げる規定の施行後においては、第五号新規制法第四十三条の三の三十二第一項。以下この項において同

じ。）の規定の適用については、第四号新規制法第四十三条の三の三十一第一項中「第四十三条の三の

十一第一項」とあるのは、「原子力規制委員会設置法（平成二十四年法律第四十七号）附則第四十一条

の規定による改正前の電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号）第四十九条第一項」とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、既設発電用原子炉のうち、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日にお

いて、その設置の工事について最初に附則第四十一条の規定による改正前の電気事業法（昭和三十九年

法律第百七十号）（以下「旧電気事業法」という。）第四十九条第一項の検査に合格した日から起算し

て三十七年を経過しているものに対する第四号新規制法第四十三条の三の三十一第一項（附則第一条第

五号に掲げる規定の施行後においては、第五号新規制法第四十三条の三の三十二第一項。以下この項に

おいて同じ。）の規定の適用については、第四号新規制法第四十三条の三の三十一第一項中「当該発電

用原子炉の設置の工事について最初に第四十三条の三の十一第一項の検査に合格した日から起算して

四十年」とあるのは、「原子力規制委員会設置法（平成二十四年法律第四十七号）附則第十七条の規定

の施行の日から起算して三年」とする。 

 

○核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 

（発電用原子炉の運転の期間の延長に係る期間の上限）  

第二十条の六 法第四十三条の三の三十二第三項に規定する政令で定める期間は、二十年とする。ただ

し、原子力規制委員会設置法（平成二十四年法律第四十七号）附則第二十五条第二項の規定の適用を
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受ける既設発電用原子炉（同条第一項に規定する既設発電用原子炉をいう。以下この条において同じ

。）については、五十七年から当該既設発電用原子炉の設置の工事について最初に原子力規制委員会

設置法附則第四十一条の規定による改正前の電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号）第四十九条

第一項の検査に合格した日から起算して原子力規制委員会設置法附則第一条第四号に掲げる規定の施

行の日の前日までの期間を控除した期間とする。 

 

○実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和５３年通商産業省令第７７号） 

（発電用原子炉の運転の期間の延長に係る認可の申請）  

第百十三条 法第四十三条の三の三十二第四項の規定により同条第一項の発電用原子炉を運転すること

ができる期間の延長について認可を受けようとする者は、当該期間の満了する日から起算して一年前の 

日までに次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

二 発電用原子炉を運転することができる期間の延長に係る工場又は事業所の名称及び所在地 

三 発電用原子炉を運転することができる期間の延長の対象となる発電用原子炉の名称 

四 延長しようとする期間 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号の評価を第八十二条

第二項の評価と一体として行っている場合であって、同項の評価の結果に関する第九十二条第二項第二

号に定める書類を添えて同項の規定による申請がされているときには、第二号に掲げる書類を添付する

ことを要しない。 

一 申請に至るまでの間の運転に伴い生じた原子炉その他の設備の劣化の状況の把握のための点検の

結果を記載した書類 

二 延長しようとする期間における運転に伴い生ずる原子炉その他の設備の劣化の状況に関する技術

的な評価の結果を記載した書類 

三 延長しようとする期間における原子炉その他の設備に係る施設管理方針を記載した書類 

３ 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。 
 
（発電用原子炉の運転の期間の延長に係る認可の基準）  
第百十四条 法第四十三条の三の三十二第五項の原子力規制委員会規則で定める基準は、延長しようと

する期間において、原子炉その他の設備が延長しようとする期間の運転に伴う劣化を考慮した上で技術

基準規則に定める基準に適合するものとする。 
 
 
 


